
　

膝
が
痛

い
、
腰
が
痛

い
、
す
ぐ
身

体
が
固
ま

る
。
こ
う
し
て
老
い
て
ゆ
く
の

だ
。
そ
り
ゃ
そ
う
だ
、
70
年
以

上
も
身
体
は
働
き
続
け
て
く
れ

て
い
る
ん
や
か
ら
な
！
と
一
人

納
得
▼
昨
年
、
今
年
と
大
事
な

人
が
二
人
、
黄
泉
の
国
へ
逝
っ

た
。
デ
イ
ケ
ア
で
一
緒
に
歌
っ

て
い
た
友
人
が
病
に
倒
れ
た
。

シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
以
前
、
医

師
会
の
公
開
討
論
会
で
リ
ビ
ン

グ
ウ
イ
ル
や
Ａ
Ｃ
Ｐ
（
人
生
会

議
）
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
最
近
、
家
族
や
周

囲
の
人
の
た
め
に
「
そ
の
時
」

自
分
は
ど
う
し
て
ほ
し
い
か
な

ど
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
本
気
で
思
い
出
し

た
。
自
分
の
人
生
は
ど
う
だ
っ

た
ろ
う
か
？
「
川
の
流
れ
の
よ

う
に
」「
時
の
過
ぎ
ゆ
く
ま
ま

に
」「
時
は
過
ぎ
て
ゆ
く
」
と

言
え
ば
格
好
が
い
い
？
が
、
安

易
に
生
き
て
き
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
▼
『
死
ぬ
瞬
間
の
5
つ

の
後
悔
』（
ブ
ロ
ニ
ー
・
ウ
ェ

ア
著
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
①

自
分
に
正
直
な
人
生
を
生
き
れ

ば
よ
か
っ
た
②
働
き
す
ぎ
な
け

れ
ば
よ
か
っ
た
③
思
い
切
っ
て

自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
れ
ば
よ

か
っ
た
④
友
人
と
連
絡
を
取
り

続
け
れ
ば
よ
か
っ
た
⑤
幸
せ
を

諦
め
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
―
の

5
つ
を
挙
げ
て
い
る
（
死
に
直

面
し
た
人
の
話
）。
全
世
界
で

反
響
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
▼

し
か
し
人
生
は
一
人
で
生
き
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
実
的

に
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
こ
と
ば

か
り
だ
。
だ
が
、
訪
れ
る
「
そ

の
時
」
ま
で
周
り
に
迷
惑
を
か

け
な
い
程
度
に
、
後
悔
の
な
い

よ
う
残
り
の
人
生
を
生
き
る
こ

と
に
し
よ
う
。 

（
励
無
）

　
コ
ロ
ナ
禍
は
表

面
上
や
や
落
ち
着

い
て
い
る
か
に
見

え
る
も
の
の
、
京

都
市
内
の
救
急
搬

送
困
難
事
例
（
搬

送
先
の
選
定
に
時
間
を
要
す
る

も
の
）
は
現
時
点
で
も
高
止
ま

り
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
そ
ん
な
中
、
京
都
市
内
の
某

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
時
間
外

受
診
に
、「
選
定
療
養
費
」
を

4
月
3
日
の
通
常
診
療
終
了
後

よ
り
実
施
す
る
旨
の
お
知
ら
せ

が
近
傍
の
医
療
機
関
に
届
い

た
。
た
だ
し
、
救
急
搬
送
患

者
、
受
診
後
入
院
、
他
院
か
ら

の
紹
介
状
持
参
患
者
等
々
は
、

徴
収
対
象
外
と
な
る
と
明
記
し

て
あ
る
。

　
「
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」
が

「
生
命
危
機
を
伴
う
最
重
症
患

者
を
受
け
入
れ
る
最
後
の
砦
」

で
あ
る
こ
と
は
、
医
療
関
係
者

で
あ
れ
ば
等
し
く
理
解
し
て
い

る
と
こ
ろ
だ
が
、
中
等
症
ま
で

と
思
わ
れ
る
症
例
も
救
命
セ
ン

タ
ー
が
多
数
受
け
入
れ
て
い
る

の
が
現
実
で
あ
る
。
従
来
は
比

較
的
恵
ま
れ
た
環
境
下
に
あ
っ

た
京
都
市
内
の
救
急
事
情
が
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
り
様
変
わ
り
し
、

そ
の
結
果
、
冒
頭
に
述
べ
た
救

急
搬
送
の
困
難
な
事
例
が
、
現

時
点
に
お
い
て
も
な
お
少
な
く

な
い
事
態
が
続
い
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
診
療
報
酬
点
数

の
時
間
外
加
算
な
ど
は
①
時
間

外
等
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
②

医
療
機
関
が
診
療
応
需
体
制
を

解
い
て
い
る
（
入
口
に
施
錠
し

て
カ
ー
テ
ン
を
下
ろ
し
、
受
付

な
ど
の
人
員
配
置
も
解
い
て
い

る
）
状
態
の
時
に
算
定
可
能
と

な
っ
て
い
る
。
救
命
セ
ン
タ
ー

を
擁
す
る
基
幹
病
院
な
ど
に
、

診
療
時
間
を
過
ぎ
て
も
間
断
な

く
外
来
患
者
が
来
た
場
合
、
算

定
が
難
し
く
な
る
。

　
さ
ら
に
は
、「
診
療
応
需
義

務
」
の
観
点
か
ら
も
受
け
入
れ

症
例
を
篩
に
か
け
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
般
の
事

情
か
ら
今
般
の
「
選
定
療
養

費
」
の
徴
収
に
至
っ
た
も
の
と

推
察
さ
れ
、
苦
渋
の
選
択
を
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
振
り
返
っ
て
「
か
か
り
つ
け

医
」
と
し
て
で
き
る
こ
と
を
考

え
て
み
る
と
、
例
え
ば
自
院
の

通
院
患
者
で
あ
れ
ば
、
通
常
と

異
な
る
症
状
へ
の
不
安
に
対
し

て
、
電
話
な
ど
の
方
法
で
も
一

定
の
重
症
度
判
定
が
可
能
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
し
、
こ
の
点

に
こ
そ
「
か
か
り
つ
け
医
」
の

役
割
の
一
端
が
あ
り
そ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

搬
送
困
難
と
な
る
救
急
事
例
が

少
し
で
も
減
少
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

救
急
搬
送
困
難
事
例
が
高
止
ま
り

か
か
り
つ
け
医
と
し
て
で
き
る
こ
と
は

　
京
都
府
保
険
医
協
会
代
議

員
会
の
議
長
、
副
議
長
は
、

2
0
2
3
年
4
月
30
日
で
任

期
（
2
年
）
が
終
了
し
ま

す
。
任
期
終
了
に
あ
た
り
新

代
議
員
か
ら
議
長
、
副
議
長

を
選
出
し
ま
す
。
規
約
第
19

条
お
よ
び
選
出
内
規
に
よ

り
、次
の
要
領
で
行
い
ま
す
。

　
▽
公
示
＝
4
月
10
日（
月
）

　
▽
立
候
補
締
切
日
時
＝
4

月
21
日
（
金
）
午
後
4
時

　
▽
選
挙
す
る
役
職
名
＝
代

議
員
会
議
長
1
人
、
副
議
長

1
人

　
▽
任
期
＝
2
カ
年
：
23
年

5
月
1
日
〜
25
年
4
月
30
日

　
▽
選
挙
日
程
・
場
所
＝
5

月
18
日
（
木
）
午
後
2
時
15

分
か
ら
、
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン

ヴ
ィ
ア
京
都
（
予
定
）
に
て

第
2
0
5
回
臨
時
代
議
員
会

を
開
催
し
選
挙
を
行
い
ま
す
。

　
※
選
出
内
規
第
16
条
に
よ

り
、
立
候
補
届
出
の
あ
っ
た

候
補
者
が
定
数
以
内
の
時
は

投
票
を
行
わ
ず
、
京
都
府
保

険
医
協
会
代
議
員
会
議
長
が

候
補
者
を
も
っ
て
当
選
人
と

決
定
し
ま
す
。

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立

候
補
届
出
書
は
協
会
の
所
定

の
様
式
を
使
用
し
、
所
定
の

候
補
者
経
歴
表
を
添
付
し
て

立
候
補
締
切
日
時
ま
で
に
、

本
人
が
代
議
員
会
議
長
ま
で

ご
提
出
下
さ
い
。
立
候
補
届

出
書
と
候
補
者
経
歴
表
は
協

会
事
務
局
に
あ
り
ま
す
。

（
選
出
内
規
第
5
条
・
第
6

条
・
第
7
条
）

　
▽
所
信
表
明
＝
投
票
に
よ

る
選
挙
が
行
わ
れ
る
時
は
、

各
候
補
者
は
代
議
員
会
で
所

信
表
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。（
選
出
内
規
第

9
条
）

　
▽
選
挙
公
報
＝
投
票
に
よ

る
選
挙
が
行
わ
れ
る
時
は
、

代
議
員
会
議
長
は
立
候
補
届

出
書
等
の
書
類
審
査
の
う

え
、
速
や
か
に
選
挙
公
報
を

作
成
し
、
代
議
員
・
予
備
代

議
員
に
送
付
し
ま
す
。（
選

出
内
規
第
10
条
）

 

（
関
連
2
面
）

新
代
議
員
の
み
な
さ
ま

新
代
議
員
の
み
な
さ
ま

選
挙
公
示

議
長
・
副
議
長

保
険
証
廃
止
法
案
の
撤
回
を
訴
え

京
都
か
ら
署
名
も
提
出

　
政
府
は
現
行
の
健
康
保
険
証

を
廃
止
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
一
体
化
す
る
た
め
の

法
案
を
3
月
7
日
に
閣
議
決
定

し
た
。
16
日
に
は
、
75
歳
以
上

の
保
険
料
の
引
き
上
げ
や
「
か

か
り
つ
け
医
機
能
」
関
連
の
新

制
度
を
盛
り
込
ん
だ
健
康
保
険

法
改
定
案
が
衆
議
院
で
審
議
入

り
。
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

（
保
団
連
）
は
23
日
、
全
国
の

保
険
医
協
会
・
医
会
に
呼
び
掛

け
国
会
行
動
を
実
施
し
た
。
43

協
会
・
医
会
が
参
加
し
、
保
険

証
廃
止
法
案
の
撤
回
と

負
担
増
ス
ト
ッ
プ
を
訴

え
た
。
ま
た
、
関
連
団

体
と
と
も
に
国
会
内
集

会
も
開
催
、
7
0
0
人

を
超
え
る
参
加
者
が
集

ま
っ
た
。

　
京
都
協
会
か
ら
は
事

務
局
が
参
加
し
、「
健
康
保
険

証
の
原
則
廃
止
」
撤
回
を
求
め

る
署
名
2
4
5
0
筆
を
厚
労
省

の
伊
原
保
険
局
長
に
直
接
手
渡

し
た
。
保
険
局
長
へ
の
要
請
と

し
て
、
保
団
連
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
は
申
請
主
義
の
た

め
無
資
格
、
無
保
険
化
す
る
危

惧
や
、
短
期
被
保
険
者
証
と
被

保
険
者
資
格
証
明
書
の
廃
止
に

よ
り
住
民
に
寄
り
添
う
行
政
が

後
退
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し

て
、
現
行
の
保
険
証
を
残
す
よ

う
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
伊
原

氏
は
、
厚
労
省
と
し
て
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
が
重
要

な
の
で
は
な
く
、
医
療
を
受
け

ら
れ
な
い
人
が
出
て
く
る
こ
と

イ
ン
資
格
確
認
の
原
則
義
務
化

の
た
め
、
原
告
が
被
っ
た
精
神

的
苦
痛
に
よ
る
損
害
賠
償
を
求

め
る
も
の
。

　
京
都
協
会
は
3
月
14
日
開
催

の
定
例
理
事
会
で
東
京
協
会
か

ら
の
原
告
団
参
加
へ
の
呼
び
掛

け
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
こ
と
を

国会行動

義
務
不
存
在
確
認
求
め
東
京
協
会
が
提
訴

京
都
の
会
員
も
原
告
団
参
加
が
可
能

オンライン
資格確認

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
な

が
ら
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
と
の
一
体
化
で
過
去
の
医
療

情
報
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
画
期
的
と
メ
リ
ッ
ト
を
強

調
。
保
団
連
か
ら
は
、
現
行
の

保
険
証
で
何
ら
問
題
は
な
く
、

医
療
Ｄ
Ｘ
で
取
り
残
さ
れ
る
人

が
な
い
よ
う
、
保
険
証
は
全
員

交
付
の
上
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
利
用
は
任
意
と
す
べ

き
と
再
度
訴
え
た
。ま
た
、京
都

選
出
国
会
議
員
に
京
都
協
会
の

訴
え
を
届
け
、理
解
を
求
め
た
。

署
名
は
首
相
、
デ
ジ
タ
ル
相
、

総
務
相
に
も
後
日
送
付
し
た
。

す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

よ
る
電
子
資
格
確
認
を
求
め
ら

れ
た
場
合
に
、
①
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
を
行
う
公
法
上
の
義

務
が
な
い
こ
と
②
そ
の
た
め
に

あ
ら
か
じ
め
必
要
な
体
制
を
整

備
す
る
義
務
が
な
い
こ
と
、

（
2
）
違
憲
・
違
法
な
オ
ン
ラ

　
東
京
保
険
医
協
会
（
須
田
昭

夫
会
長
）
は
2
月
22
日
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
原
則
義
務

化
を
定
め
た
改
正
療
養
担
当
規

則
の
内
容
が
違
憲
・
違
法
で
あ

り
、
公
法
上
の
義
務
が
存
在
し

な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
、
2

7
4
人
の
第
一
次
原
告
団
を
結

成
。
国
を
相
手
に
東
京
地
方
裁

判
所
に
提
訴
し
た
。

　
請
求
の
趣
旨
は
、（
1
）
保

険
医
療
機
関
が
、
患
者
か
ら
健

康
保
険
法
第
3
条
13
項
に
規
定

決
定
。
会
員
各
位
に
原
告
団
へ

の
参
加
を
呼
び
掛
け
る
こ
と
と

し
た
。
原
告
団
へ
の
参
加
を
希

望
す
る
会
員
は
、
4
月
中
に
左

記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
原
告
団
参

加
申
込
フ
ォ
ー
ム
よ
り
、
氏

名
・
住
所
・
電
話
番
号
な
ど
を

入
力
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
第

三
次
原
告
団
に
参
加
で
き
る
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
申
し

込
み
が
困
難
な
会
員
は
、
本
紙

に
同
封
の
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
京
都
協
会
ま
で

フ
ァ
ク
ス
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
な
お
、
本
提
訴
に
関
す
る
Ｑ

＆
Ａ
に
つ
い
て
は
、
申
込
書
の

裏
面
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
参

照
さ
れ
た
い
。

原告団参加
申込フォーム

署
名
を
受
け
取
る
厚
労
省
の
保
険
局
長

国会内集会で、全国の協会・医会の会員が訴え
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協
会
は
2
月
8
日
、
宇
治
久

世
医
師
会
と
の
懇
談
を
協
会
会

議
室
と
地
区
医
師
会
会
議
室
・

地
区
会
員
と
を
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト

会
議
に
て
開
催
。
地
区
か
ら
19

人
、
協
会
か
ら
7
人
が
出
席
。

懇
談
会
は
宇
治
久
世
医
師
会
の

石
原
由
理
理
事
の
司
会
で
開

会
、
同
会
の
堀
内
房
成
会
長
、

協
会
の
鈴
木
卓
理
事
長
の
あ
い

さ
つ
の
後
、「
コ
ロ
ナ
禍
を
踏

ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
医
療
制
度

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」「
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
化
と
被

保
険
者
証
廃
止
の
動
き
」
な
ど

に
つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。

　
地
区
か
ら
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
で
の
ト
ラ
ブ
ル
を
把

握
し
て
い
る
か
」
と
の
質
問
に

対
し
、
協
会
は
「
機
器
が
動
か

な
か
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て

い
る
。
ま
た
、
保
険
資
格
の
切

り
替
え
の
谷
間
で
タ
イ
ム
ラ
グ

が
あ
り
資
格
確
認
で
き
な
い
こ

と
が
あ
る
。
京
都
で
の
ト
ラ
ブ

ル
事
例
は
ア
ン
ケ
ー
ト
で
集
約

し
、
京
都
保
険
医
新
聞
に
掲
載

し
た
。
全
国
的
な
ト
ラ
ブ
ル
事

例
は
保
団
連
で
集
約
し
て
い

る
」
と
回
答
し
た
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
に
対
す
る
協
会
の
考
え

と
し
て
「
義
務
化
・
強
制
的
な

廃
止
に
反
対
し
て
い
る
が
、
い

い
意
味
で
の
医
療
Ｄ
Ｘ
が
進
む

こ
と
に
異
論
は
な
い
」
と
述
べ

た
。

　
ま
た
、
か
か
り
つ
け
医
制
度

に
つ
い
て
地
区
か
ら
「
日
医
が

定
義
し
て
い
る
か
か
り
つ
け
医

制
度
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
範

囲
」「
義
務
化
や
キ
ャ
ッ
プ
を

か
け
る
こ
と
は
良
く
な
い
」

「
患
者
が
望
む
医
師
に
診
て
も

ら
え
な
く
な
る
の
は
絶
対
反

対
」
と
い
っ
た
意
見
や
「
患
者

や
市
民
の
声
を
吸
い
上
げ
る
こ

と
が
一
番
大
事
で
協
会
が
中
心

出席者26人で開催された宇治久世医師会との懇談

と
な
っ
て
す
べ
き
」
と
の
提
案

が
あ
っ
た
。
協
会
か
ら
は
「
現

在
の
国
民
皆
保
険
制
度
に
お
い

て
、
必
要
な
時
に
医
療
機
関
に

ア
ク
セ
ス
で
き
れ
ば
、
患
者
に

と
っ
て
満
足
度
の
高
い
医
療

だ
。
今
の
形
を
基
本
に
評
価

し
、
そ
の
上
で
か
か
り
つ
け
医

に
は
加
算
を
付
け
て
い
く
こ
と

が
、
あ
る
べ
き
姿
と
考
え
る
。

患
者
の
声
を
広
め
て
い
く
方
策

を
検
討
し
た
い
」
と
し
た
。
さ

ら
に
地
区
か
ら
は
「
年
齢
設
定

は
あ
る
の
か
。
医
師
の
需
要
問

題
も
あ
り
一
人
だ
け
で
は
厳
し

い
」
と
の
意
見
も
寄
せ
ら
れ
、

協
会
か
ら
は
「
協
会
の
開
業
医

会
員
は
60
歳
台
が
中
心
で
、
10

年
経
過
す
れ
ば
応
需
体
制
も
縮

小
し
て
い
く
。
若
い
会
員
に
期

待
し
た
い
が
在
宅
療
養
支
援
診

療
所
の
数
も
減
少
し
て
い
る
。

今
の
ま
ま
進
め
て
も
担
い
手
と

な
る
べ
き
医
師
が
対
応
し
き
れ

な
い
。
政
府
の
言
う
〝
グ
ル
ー

プ
化
〞
は
絵
に
描
い
た
餅
の
よ

う
だ
」
と
回
答
し
た
。

　
最
後
に
、
同
会
の
幸
道
直
樹

副
会
長
が
懇
談
会
開
催
の
謝
意

を
述
べ
閉
会
し
た
。

　
保
団
連
は
3
月
16
日
、
国
会
内
で
レ
セ
プ
ト
記
載
要
領
に

係
る
不
合
理
是
正
を
求
め
る
厚
生
労
働
省
要
請
を
実
施
。
同

省
か
ら
の
出
席
は
保
険
局
医
療
課
・
上
原
主
査
、
松
木
田
主

査
。保
団
連
か
ら
は
武
田
浩
一
社
保・審
査
対
策
部
長
、山
崎

利
彦
理
事
、京
都
を
含
む
事
務
局
9
人
が
参
加
。紹
介
議
員・

田
村
智
子
参
院
議
員（
日
本
共
産
党
）の
秘
書
も
参
加
し
た
。

　
本
要
請
は
2
0
2
2
年
11
月

16
日
に
行
っ
た
同
要
請
を
踏
ま

え
、
⑴
コ
ー
ド
項
目
の
誤
り
の

み
を
も
っ
て
査
定
・
返
戻
な
ど

を
実
施
し
な
い
よ
う
求
め
る
と

と
も
に
、
事
務
連
絡
な
ど
の
書

面
に
よ
る
対
応
を
求
め
る
⑵
少

な
く
と
も
、
保
団
連
で
新
た
に

抽
出
し
た
重
点
要
望
項
目
は
確

実
に
24
年
改
定
で
改
善
す
る
よ

う
、
現
場
の
不
合
理
な
実
態
と

と
も
に
強
く
求
め
る
も
の
。

　
そ
も
そ
も
「
摘
要
」
欄
コ
ー

ド
を
巡
る
混
乱
は
、
①
レ
セ
プ

ト
記
載
要
領
が
手
書
き
を
前
提

に
作
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
記

載
不
要
な
項
目
を
重
複
し
て
書

か
せ
る
仕
様
に
な
っ
て
い
る
②

審
査
に
到
底
必
要
と
は
思
え
な

い
項
目
が
多
い
―
な
ど
の
問
題

が
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、

記
載
要
領
そ
の
も
の
の
精
査
・

整
理
を
要
求
。
保
団
連
と
の
実

務
的
な
意
見
交
換
の
場
の
設
定

を
強
く
求
め
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
厚
労
省
は
以

下
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

　
今
回
保
団
連
か
ら
提
出
さ
れ

た
コ
ー
ド
記
載
に
係
る
項
目
の

詳
細
な
要
望
に
つ
い
て
は
、
24

年
改
定
の
議
論
を
省
内
で
実
施

す
る
に
あ
た
り
、
是
非
と
も
検

討
し
た
い
。「
年
月
日
の
入
力
」

な
ど
不
合
理
と
感
じ
ら
れ
る
も

の
は
24
年
改
定
時
に
あ
る
程
度

応
え
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た
い
。

　
各
点
数
の
留
意
事
項
通
知
で

言
及
の
な
い
項
目
な
ら
び
に
別

表
Ⅳ
の
記
載
項
目
に
係
る
不
合

理
に
つ
い
て
は
見
直
す
余
地
は

あ
る
。
他
方
、
別
表
Ⅰ
の
項
目

で
「
留
意
事
項
通
知
に
言
及
の

あ
る
項
目
」
に
つ
い
て
は
、
レ

セ
プ
ト
「
摘
要
」
欄
へ
の
記
載

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
困
難

（
当
該
項
目
に
係
る
コ
ー
ド
の

削
除
は
算
定
要
件
の
変
更
と
な

る
と
の
認
識
）。

　
審
査
支
払
機
関
と
の
懇
談
に

つ
い
て
は
、
議
員
や
関
係
団
体

か
ら
も
懇
談
要
望
が
あ
る
が
、

支
払
基
金
が
審
査
の
公
平
性
の

観
点
か
ら
断
っ
た
経
緯
が
あ
る

こ
と
か
ら
困
難
。

　
京
都
協
会
事
務
局
か
ら
は

「
算
定
日
情
報
で
分
か
る
情
報

を
、
目
視
で
確
認
す
る
た
め
に

入
力
さ
せ
る
と
い
う
極
め
て
ア

ナ
ロ
グ
な
状
況
。
基
金
・
国
保

は
6
カ
月
以
内
の
レ
セ
プ
ト

デ
ー
タ
を
保
持
し
、
縦
覧
点
検

を
機
械
的
に
行
っ
て
い
る
の
に

な
ぜ
必
要
な
の
か
。
90
％
以
上

の
医
療
機
関
が
電
子
請
求
を
実

施
す
る
中
、
コ
メ
ン
ト
入
力
を

手
書
き
ベ
ー
ス
に
合
わ
せ
る
こ

と
は
非
常
に
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と

強
く
指
摘
し
た
。

　
以
上
を
受
け
て
厚
労
省
は

「
絶
対
に
改
善
す
る
と
は
言
い

切
れ
な
い
が
、
あ
る
程
度
不
合

理
と
感
じ
る
も
の
が
あ
る
。
あ

る
程
度
応
え
ら
れ
る
よ
う
頑
張

り
た
い
」
と
回
答
し
た
。

　
保
団
連
は
、
5
月
に
24
年
改

定
に
向
け
た
改
善
要
請
の
中
で

医
療
従
事
者
の
事
務
負
担
の
軽

減
に
係
る
要
望
（
不
要
な
カ
ル

テ
・
レ
セ
プ
ト
記
載
の
削
除
）

の
項
目
を
作
成
。
改
め
て
今
回

要
請
で
使
用
し
た
「
別
添
Ⅰ
、

Ⅳ
」
の
コ
ー
ド
の
精
査
結
果
や

当
該
レ
セ
プ
ト
記
載
に
係
る
不

合
理
要
請
の
懇
談
概
要
を
添
付

の
上
、
不
要
な
コ
ー
ド
項
目
の

改
善
を
強
く
求
め
る
方
針
だ
。

目
視
確
認
の
コ
メ
ン
ト
入
力
は
ナ
ン
セ
ン
ス

レ
セ
プ
ト
記
載
要
領
コ
ー
ド
化
の
改
善
を

厚労省要請

地区 議席 代議員 予備代議員
北 1 竹 中 信 也 角 田 裕 明

2 小 仲 良 平 余　　みんてつ
3 松 波 達 也 浅 野 純 志

上 京
東 部

4 小 林 雅 夫 前 田 正 明
5 任　　 書 熹 菅 野 達 也

西 陣 6 上 林 政 司 田 中　　 誠
7 梶 山　　 登 大　垣　紀美子
8 水 谷 正 太 竹之内　　　剛
9 𠮷 岡 幹 博 大 澤　　 学

中 京
東 部

10 是 枝　　 哲 岡 野 光 博
11 梶　田　洋一郎 安 野 哲 也
12 岩 間 大 輔 江 副 康 正

中 京
西 部

13 島 津 恒 敏 宮 﨑 忠 芳
14 白 川 喜 一 任　　 書 楷
15 松 尾　　 敏 安 藤 公 二
16 正 木　　 淳 杉 本 浩 造

下 京
東 部

17 前 田 眞 里 深 江 英 一
18 波 柴 尉 充 小 畑 寛 純
19 粟 野 雄 大 岸 本 和 隆

下 京
西 部

20 安 田 雄 司 横 江 信 義
21 関 沢 敏 弘 森 居　　 純
22 中 野 昌 彦 岡 林 秀 興
23 關 透 青 木　　 淳
24 小笠原　宏　行 檜 垣　　 正

左 京 25 山 際 哲 夫 赤 木 太 郎

地区 議席 代議員 予備代議員
左 京 26 川 勝 秀 一 西 尾 佳 子

27 出木谷　　　寛 三 嶋 隆 之
28 伊地智　俊　晴 米 田 武 史
29 小 林　　 充 塩 見 聡 史
30 松 下 匡 孝 藤 田 寧 子
31 柴 田 修 宏 田 原 正 夫

右 京 32 斉 藤 憲 治 小 松 建 次
33 高 島 啓 文 渡 辺 全 夫
34 松 原 為 人 柏 木 智 博
35 斎 藤 隆 道 矢 間 博 善
36 池 田 一 博 寺 村 和 久
37 安 威 俊 秀 四 方 典 裕

西 京 38 塚 本 忠 司 米 山 千 尋
39 松 崎 恒 一 福 本 和 生
40 植 松 靖 之 土　井　たかし
41 今 井 史 朗 武 田 真 一

東 山 42 後 藤 武 近 岩 﨑　　 淳
43 原 田 剛 史 手 越 久 敬

山 科 44 澤　　 美 彦 鈴 木　　 学
45 安 井　　 仁 榎 堀　　 徹
46 戎 井 浩 二 水 野 朝 之
47 髙 須 雅 史 小 川 純 己

伏 見 48 藤 森 千 尋 中 山 治 樹
49 佐々木　善　二 辻 光
50 坂 東 一 彦 髙 謙 一 郎

地区 議席 代議員 予備代議員
伏 見 51 辻　　 一 弥 松 山 南 律

52 吉 田 昭 和 西 村 康 孝
53 黒 田　　 紀 谷 口 洋 子
54 伊　藤　あゆ子 柏　原　まこと
55 木 村 文 昭 藤 田 明 子

乙 訓 56 下 尾 和 敏 堀　　 直 樹
57 窪 田 小 弓 菅 田 信 之
58 鈴 木 博 雄 森 田　　 聖
59 繁 本 俊 哉 佐 藤 真 人

宇 治
久 世

60 阿 部　　 純 伊勢村　卓　司
61 上 田 通 章 幸 道 直 樹
62 増 井　　 明 神 野 君 夫
63 辰 巳 陽 一 石 原 由 理
64 板 東 秀 樹 小 山 正 彦
65 戸 田 裕 之 髙 嶋 一 博

綴 喜 66 安　田　美希生 芳 野 二 郎
67 小 川　　 智 森 岡 稔 勝
68 村 上 匡 孝 大 東 弘 明

相 楽 69 飯 田 泰 啓 山 本 浩 二
70 平 田 真 人 松 森 篤 史
71 下 里 豪 俊 岡 田 有 史

亀 岡 72 阿 部　　 登 瀬 尾　　 博
73 佐 藤 英 夫 平 岡　　 聡

船 井 74 佐 藤 史 朗 廣 野 良 定
75 高 屋 和 志 玄 野 昌 実

綾 部 76 玉 木 千 里 野 間 俊 二
福知山 77 古 村 俊 人 渡 邉　　 正

78 古 木 勝 也 小 山 尚 志
舞 鶴 79 西 村 修 一 黒 田 友 基

80 田 中 寛 之 長 内 清 行
与 謝 81 岡 所 明 良 佐 藤 昌 平

82 伊 藤 邦 彦 日 置 潤 也
北 丹 83 瀬 古　　 敬 上 田　　 誠

　京都府保険医協会の代議員・予備代議員の任期満了に伴う選挙を行い、全地区とも立候補者が定数以内でし
たので、京都府保険医協会選挙規定第２章第31条により、無投票当選と決定しました。任期は2023年５月１日
より25年４月30日までの２年間。 （敬称略）

代議員代議員・・予備代議員決まる予備代議員決まる23‒24
年度

2 0 2 3 年 (令和 5年) 4 月 1 0 日第 3 1 4 3 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月10日･25日発行

オ
ン
資
ト
ラ
ブ
ル
事
例
や
患
者
の
声
で
意
見
交
換

オ
ン
資
ト
ラ
ブ
ル
事
例
や
患
者
の
声
で
意
見
交
換

宇
治
久
世
医
師
会
と
懇
談

22
月月
88
日
　
ウ
ェ
ブ
会
議

日
　
ウ
ェ
ブ
会
議



　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
と
の
闘
い
は
3
年
を
超
え
た

が
、
本
日
も
な
お
多
数
の
犠
牲

者
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
厚

生
労
働
省
の
デ
ー
タ
で
は
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
が
猛
威
を
振
る
っ
た

第
7
波
と
重
な
る
2
0
2
2
年

6
月
15
日
〜
11
月
30
日
の
間
の

全
国
の
死
亡
者
数
は
2
万
9
1

4
人
。
こ
れ
に
対
し
2
0
2
2

年
12
月
1
日
〜
2
0
2
3
年
3

月
2
日
の
間
の
全
国
の
死
亡
者

は
2
万
2
9
2
9
人
で
あ
り
、

直
近
3
カ
月
で
そ
れ
以
前
の
半

年
間
の
死
亡
者
数
を
上
回
っ
て

い
る
。
累
積
死
亡
者
数
7
万
1

9
6
0
人
の
3
分
の
1
の
方
は

同
期
間
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。
一
方
、「
高
度
重
症
病
床

使
用
数
」
は
低
位
で
あ
り
、
オ

ミ
ク
ロ
ン
株
は
伝
播
性
が
非
常

に
高
い
一
方
、
重
症
度
が
低
い

と
の
見
解
を
裏
付
け
る
も
の
で

あ
る
。
だ
が
京
都
府
に
お
い
て

も
コ
ロ
ナ
死
亡
者
が
ゼ
ロ
で

あ
っ
た
日
は
ほ
ぼ
無
い
に
等
し

い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し

た
ま
ま
、
明
確
な
医
学
的
根
拠

も
示
さ
ず
厚
生
科
学
審
議
会
感

染
症
部
会
が
「
国
民
の
生
命
及

び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
と
は
考

え
ら
れ
な
い
」（
2
0
2
3
年

1
月
）
と
断
じ
、
岸
田
政
権
が

23
年
5
月
8
日
か
ら
コ
ロ
ナ
を

「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
の
医
療
に
関
す
る
法

律
」（
感
染
症
法
）
上
の
「
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
、
5

類
感
染
症
に
位
置
づ
け
る
」
と

し
た
こ
と
は
、
拙
速
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

5
類
移
行
に
よ
っ
て
コ
ロ
ナ

が
弱
毒
化
し
た
り
、
感
染
が
収

束
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
本
来
、
2
類
で

あ
れ
5
類
で
あ
れ
、
地
域
の
医

療
者
が
総
が
か
り
で
コ
ロ
ナ
患

者
さ
ん
の
診
断
・
治
療
に
あ
た

る
体
制
構
築
を
目
指
す
べ
き
で

あ
る
。
だ
が
コ
ロ
ナ
の
伝
播
性

の
強
さ
、
重
症
化
・
死
亡
リ
ス

ク
の
高
さ
と
い
っ
た
性
質
に
対

し
、
今
の
と
こ
ろ
医
療
者
は
現

実
的
な
受
け
入
れ
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
状
況
に
至
っ
て
い
な
い
の

が
現
実
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
5

類
移
行
を
強
行
す
れ
ば
、
正
確

な
感
染
状
況
を
誰
も
把
握
で
き

ず
、
引
き
続
き
外
来
・
入
院
の

受
け
入
れ
困
難
は
続
き
、
医
療

に
か
か
れ
た
患
者
さ
ん
に
は
一

部
負
担
金
が
発
生
し
、
そ
れ
故

の
受
診
抑
制
が
広
が
る
恐
れ
も

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
府

民
か
ら
見
え
な
い
場
所
で
コ
ロ

ナ
死
亡
者
が
累
々
と
増
え
続
け

る
。
そ
ん
な
社
会
の
到
来
を
私

た
ち
は
望
ま
な
い
。

　
焦
点
は
「
医
療
へ
の
ア
ク
セ

ス
」
で
あ
る
。
今
、
国
や
地
方

自
治
体
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
「
5
類
移
行
」
に
向
け
た

「
緩
和
」
で
な
く
、
確
実
に
医

療
を
保
障
す
る
体
制
づ
く
り
で

あ
る
。
こ
の
3
年
に
わ
た
る
コ

ロ
ナ
禍
に
お
け
る
医
療
問
題
の

焦
点
は
、
罹
患
し
た
人
が
適
切

な
医
療
を
受
け
ら
れ
ず
に
死
ん

で
い
く
事
実
で
あ
る
。
な
ぜ
自

宅
療
養
者
が
医
療
を
受
け
ら
れ

ず
死
亡
し
た
か
、
な
ぜ
社
会
福

祉
入
所
施
設
で
の
留
め
置
き
死

が
防
げ
な
か
っ
た
か
、
な
ぜ
外

来
は
ひ
っ
迫
し
た
か
。
国
・
自

治
体
は
コ
ロ
ナ
前
の
医
療
・
社

会
保
障
政
策
の
経
緯
に
も
遡
っ

て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

を
し
な
い
ま
ま
の
5
類
移
行
は

棄
民
に
等
し
く
、
コ
ロ
ナ
死
亡

者
を
不
可
視
化
し
、
結
果
、
医

学
と
社
会
の
進
歩
を
妨
げ
る
も

の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
医
療
者
は
地
方
自
治

体
と
と
も
に
積
極
的
に
新
興
感

染
症
対
応
に
取
り
組
み
た
い
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も

公
衆
衛
生
政
策
の
根
本
的
な
強

化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
責
務

は
社
会
保
障
の
実
施
主
体
で
あ

る
国
・
自
治
体
に
あ
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
訴
え
る
も
の
で
あ

る
。

2
0
2
3
年
3
月
24
日

京
都
府
保
険
医
協
会

理
事
長　
鈴
木　
卓

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症「
5
類
」移
行
に
関
し
て

コロ
ナ
死
亡
者
を
不
可
視
化
し
て
は
な
ら
な
い

応
方
針
に
つ
い
て
」（
2
0
2

3
年
1
月
27
日
）
に
お
い
て
、

5
月
8
日
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
を
感
染
症
法
（
感
染
症

の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
）

上
の
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
」
に
「
該
当
し
な

い
」
も
の
と
し
、
5
類
感
染
症

へ
移
行
す
る
※
。

　
協
会
は
2
0
2
0
年
1
月
に

初
め
て
日
本
国
内
の
陽
性
者
が

確
認
さ
れ
て
以
降
、
国
お
よ
び

地
方
自
治
体
に
対
し
、
コ
ロ
ナ

に
感
染
し
た
人
た
ち
の
生
命
と

人
権
、
そ
し
て
医
師
・
医
療
機

関
・
ス
タ
ッ
フ
へ
の
支
援
を
求

め
る
要
請
や
情
報
発
信
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
と
り
わ
け
、
歴

史
的
な
医
療
費
抑
制
、
公
衆
衛

生
軽
視
の
政
治
が
生
み
出
し
た

医
療
や
保
健
所
の
ひ
っ
迫
に
お

い
て
、
医
療
に
ア
ク
セ
ス
す
る

こ
と
な
く
生
命
を
落
と
す
人
た

ち
が
発
生
す
る
事
態
を
問
題

視
。
公
的
な
責
任
に
お
い
て
確

実
な
医
療
保
障
を
可
能
に
す
る

行
政
を
強
く
求
め
て
き
た
。
22

年
6
月
か
ら
は
高
齢
者
・
障
害

の
あ
る
人
た
ち
の
入
所
施
設
に

お
け
る
「
留
め
置
き
死
」
解
消

を
求
め
、
福
祉
関
係
団
体
と
と

も
に
調
査
、
要
請
、
メ
デ
ィ
ア

へ
の
発
信
を
繰
り
返
し
て
い
る

（
下
表
参
照
）。

　
今
回
の
国
に
よ
る
「
5
類
移

行
」
に
よ
っ
て
危
惧
さ
れ
る
の

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
正
確
な
感

染
状
況
が
把
握
・
公
表
さ
れ
な

く
な
り
、
ま
る
で
ウ
イ
ル
ス
が

消
滅
し
た
か
の
よ
う
な
社
会
の

空
気
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
っ
て
露
呈
し
た
日
本
の
医

療
・
公
衆
衛
生
・
社
会
福
祉
制

度
の
脆
弱
さ
が
不
問
に
さ
れ
、

入
院
・
外
来
と
も
に
医
療
機
関

へ
の
支
援
も
打
ち
切
ら
れ
、
患

者
の
苦
難
が
続
き
、
人
々
の
知

ら
な
い
う
ち
に
死
亡
者
が
増
え

続
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
協
会
は
3
月
24
日
、「
コ
ロ

ナ
死
亡
者
を
不
可
視
化
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
理
事
長
談
話
を

発
表
。
あ
わ
せ
て
京
都
府
知
事

宛
に
要
請
書
を
提
出
し
た
。

3
年
余
に
及
ぶ
新
型
コ
ロ
ナ

と
の
闘
い
は
新
た
な
局
面
を
迎

え
つ
つ
あ
る
。
引
き
続
き
協
会

は
新
型
コ
ロ
ナ
の
み
な
ら
ず
新

興
・
再
興
感
染
症
が
蔓
延
す
る

い
か
な
る
事
態
に
あ
っ
て
も
、

国
民
皆
保
険
に
お
け
る
医
療
保

障
が
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
会
員
と
と
も
に
取
り
組
み

を
進
め
た
い
。

　
※
厚
生
労
働
省
の
発
出
し
た

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け

の
変
更
に
伴
う
医
療
提
供
体
制

及
び
公
費
支
援
の
見
直
し
等
に

つ
い
て
」（
23
年
3
月
10
日
）

は
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
№ 
3
1

9
（
3
月
25
日
発
行
）
に
全
文

掲
載
し
て
い
る
。
ご
一
読
い
た

だ
き
た
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
対
応
の
検
証
と
再
検
討

公
的
発
熱
外
来
設
置
等
医
療
ア
ク
セ
ス
保
障
を

1
．
現
段
階
で
の
5
類
移
行

が
医
学
的
に
適
切
な
の
か
、
京

都
府
の
「
専
門
家
会
議
」
に
お

い
て
、
府
と
し
て
の
検
討
を
行

う
こ
と
。
ま
た
国
に
対
し
て
も

再
度
の
検
討
を
行
う
よ
う
要
望

し
て
い
た
だ
き
た
い

2
．
京
都
府
の
第
二
種
指
定

感
染
症
医
療
機
関
を
公
的
・
公

立
病
院
を
中
心
に
「
倍
増
」

し
、
新
興
感
染
症
感
染
拡
大
時

に
は
医
療
提
供
体
制
の
拠
点
と

し
て
、
新
た
な
協
定
締
結
医
療

機
関
と
連
携
し
、
役
割
を
果
た

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
に

あ
た
り
国
に
対
し
、
配
置
基

準
・
設
置
基
準
に
つ
い
て
も
必

要
な
見
直
し
を
求
め
て
い
た
だ

き
た
い

3
．
国
に
対
し
、
よ
り
多
く

の
医
療
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
入
院
・
外
来

診
療
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
各

医
療
機
関
へ
の
診
療
報
酬
特
例

や
補
助
金
を
継
続
す
る
よ
う
要

望
し
て
い
た
だ
き
た
い

4
．
京
都
府
と
し
て
、
府
民

の
外
来
診
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
保

障
の
一
環
と
し
て
「
公
的
発
熱

外
来
」
を
設
置
し
、
医
療
機
関

か
ら
の
出
務
を
募
り
、
個
々
の

医
療
機
関
の
リ
ス
ク
を
低
減
し

な
が
ら
集
団
的
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
だ
き
た
い

5
．
京
都
府
と
し
て
、
高
齢

者
・
障
害
の
あ
る
人
の
施
設
に

お
け
る
「
留
め
置
き
死
」
事

例
、
並
び
に
自
宅
療
養
中
の
死

亡
事
例
に
つ
い
て
、
な
ぜ
医
療

府知事
に要請

新型コロナウイルス感染症「５類移行」を前に

　
協
会
は
会
員
病
院
向
け
企
画

「
医
療
政
策
セ
ミ
ナ
ー
」
と
し

て
、
2
月
22
日
に
「
様
式
9
ク

ラ
ブ
―
基
本
編
」、
3
月
22
日

に
「
様
式
9
マ
ニ
ア
―
応
用

編
」
を
そ
れ
ぞ
れ
ウ
ェ
ブ
で
開

催
。
延
べ
3
6
4
人
が
参
加
し

た
。

　
「
様
式
9
」
は
、
入
院
料
の

施
設
基
準
届
出
時
に
提
出
す
る

書
類
で
、
届
出
後
も
看
護
要
員

　
国
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感
染
症
法
上
の
位

置
づ
け
の
変
更
等
に
関
す
る
対

に
か
か
れ
ず
に
亡
く
な
る
人
を

発
生
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
、

京
都
府
入
院
医
療
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
の
「
入
院
調
整
」

内
容
の
妥
当
性
を
含
め
、
す
べ

て
検
証
し
、
今
後
の
医
療
ア
ク

セ
ス
保
障
に
向
け
た
対
策
を
至

急
講
じ
る
こ
と

6
．
5
類
移
行
後
も
、
京
都

府
に
よ
る
「
入
院
先
調
整
機

能
」
は
一
定
継
続
し
、
入
院
調

整
が
困
難
な
ケ
ー
ス
に
お
け
る

入
院
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
保
障

機
能
を
果
た
す
こ
と

2
0
2
3
年
3
月
24
日

表　 京都府議会の府民環境・厚生常任委員会に府当局が
提出した資料［2023年3月7日］（光永敦彦議員の資料要求に対するもの）

死亡者数 553

うち自宅での死亡 23

うち高齢者入所施設での死亡 86

第 8波
2022. 10. 13～
2023. 2. 28

死亡者数 370

うち自宅での死亡 17

うち高齢者入所施設での死亡 83

第 7波
2022. 6. 15～
2022. 10. 12

死亡者数 437

うち自宅での死亡 17

うち高齢者入所施設での死亡 52

第 6波
2021. 12. 21～
2022. 6. 14

死亡者の状況（人）

の
配
置
数
が
、
施
設
基
準
に
定

め
ら
れ
る
必
要
数
な
ど
を
満
た

し
て
い
る
か
の
管
理
に
も
用
い

ら
れ
る
。
各
種
施
設
基
準
届
出

後
に
、
地
方
厚
生
局
に
よ
り
実

地
で
行
わ
れ
る
適
時
調
査
時
に

も
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

の
確
認
が
行
わ
れ
る
。

　
し
か
し
「
様
式
9
」
の
作
成

方
法
は
煩
雑
で
、
適
切
に
作

成
・
管
理
す
る
こ
と
は
難
し

く
、
適
時
調
査
で
誤
り
を
指
摘

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か

ら
、
今
回
「
様
式
9
」
の
作

成
・
管
理
に
特
化
し
た
セ
ミ

ナ
ー
を
2
回
に
わ
た
り
開
催
し

た
。
2
月
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
広

く
全
国
の
協
会
・
医
会
の
会
員

病
院
に
も
参
加
を
呼
び
掛
け
、

他
府
県
か
ら
は
91
人
の
参
加
が

あ
っ
た
。

　
解
説
は
両
日
と
も
協
会
事
務

局
が
担
当
し
、
適
切
な
勤
務
予

定
・
実
施
表
の
作
成
か
ら
、
エ

ク
セ
ル
表
を
用
い
た
「
様
式

9
」
の
入
力
方
法
と
し
て
、
時

間
数
の
入
力
方
法
、
申
し
送
り

の
考
え
方
、
会
議
や
研
修
の
時

間
控
除
、
他
部
署
兼
務
の
取
扱

い
、
常
勤
や
夜
勤
専
従
者
の
考

え
方
―
な
ど
を
紹
介
し
た
。

2
月
の
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
対

象
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
70
人
が

回
答
を
寄
せ
た
。
今
回
の
セ
ミ

ナ
ー
に
つ
い
て
「
と
て
も
よ

か
っ
た
」
ま
た
は
「
よ
か
っ

た
」、
ま
た
今
後
同
様
の
セ
ミ

ナ
ー
を
開
催
し
た
場
合
「
ぜ
ひ

参
加
し
た
い
」
ま
た
は
「
時
間

が
許
す
限
り
参
加
し
た
い
」
と

全
員
が
回
答
。
非
常
に
好
評
で

あ
っ
た
。

　
本
セ
ミ
ナ
ー
の
模
様
は
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
期
間
限
定
で

配
信
し
て
い
る
の
で
、
ご
活
用

い
た
だ
き
た
い
。

適時調査で指摘の多い適時調査で指摘の多い
「様式9」を解説「様式9」を解説
医療政策セミナー開く

ご視聴は
こちらから

談話と京都府知事へ要請
確実な医療のアクセス保障を

談話
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　３月７日に国会提出された「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等
の一部を改正する法律案」（マイナンバー法等改正案）
が審議中である。同法案には「マイナンバーの利用範
囲の拡大」「マイナンバーの利用及び情報連携に係る
規定の見直し」「マイナンバーカードの普及・利用促
進」「戸籍等の記載事項への『氏名の振り仮名』の追
加」「公金受取口座の登録促進」と並んで「マイナン
バーカードと健康保険証の一体化」が盛り込まれた。
オンライン資格確認義務化に端を発する健康保険証の
廃止を図るものである。
　デジタル庁が示す「マイナンバー法等の一部改正法
案の概要」は、「健康保険証を廃止するとともに、マ
イナンバーカードによりオンライン資格確認を受ける
ことができない状況にある人が、必要な保険診療など
を受けられるよう、本人からの求めに応じて『資格確
認書』を提供する」と説明している。

資格確認書を交付しても保険証廃止による受
療権後退は避けられず

　保険証廃止を含む健康保険法等の一部改正等は「公
布の日から起算して１年６月以内」に施行とされ、
2024年秋の保険証廃止が目指される。廃止後はマイナ
ンバーカードを用いたオンライン資格確認が基本とな
るが、紛失や未取得などの理由で同カードを使用でき
ない人を対象に、保険者が新たに発行するのが「資格
確認書」である。
　「資格確認書」は「被保険者またはその被扶養者」
が「電子的資格確認」（オンライン資格確認）を受け
ることができない状況にある時に、「資格に係る情報」
が記載された「書面」もしくは「電磁的方法」（具体
的意味は不明）による交付を求めることができ、保険
者は求めがあった場合、速やかに交付せねばならない
とされる。同確認書には医療機関が氏名、生年月日、
被保険者記号・番号、保険者資格を確認できる内容の
他、自己負担割合も記載される予定だ。有効期限は
「１年を限度」とされ、被用者保険、国民健康保険、
後期高齢者医療制度などの各保険者が発行する。
　周知の通りマイナンバーカードの取得・保持は任意
であるが、それにもかかわらず健康保険証廃止によっ
て保険医療機関に受診できない人を発生させることは
許容されない事態である。だからこそ資格確認書が準
備されるといえよう。だがそれでもなお、保険証廃止
自体が国民皆保険制度における受療権の著しい後退、
不利益変更であることは明白である。
　国民皆保険制度の基盤である「国民健康保険法」は
第１条（この法律の目的）に「社会保障および国民保
健の向上」をうたう。社会保障制度である以上、この
国に暮らす全ての人に対して普遍的に医療保障がなさ
れるべきである。第５条（被保険者）は「都道府県の
区域内に住所を有する者は」「国民健康保険の被保険
者とする」と定義しており、国保は強制加入である。
健康保険法等の被保険者等「適用除外」（第６条）対

象者でない限り、住所を有する者は被保険者である。
そして運用上、保険医療機関を受診する際に被保険者
証の確認が求められている以上は、被保険者証は全被
保険者へ無差別・無条件に国から各保険者を通じて交
付されるのが論理上当然である。
　だが健康保険証を廃止すると、マインナンバーカー
ドを保険証として使用するにも、資格確認書が交付さ
れるにも、本人の「求め」すなわち申請が必要にな
る。これは受療権へ新たな「申請主義」のハードルを
持ち込むことに他ならない。極論すれば日本の国民皆
保険制度は申請した者（希望した者）だけに療養の給
付を保障する仕組みへと大きく後退する。これは国に
よる社会保障責務の大幅な後退である。

医療ＤＸによる給付と負担の明確化の先駆け
としての短期被保険者証廃止

　さらに看過できないのが、保険証廃止に連動した国
民健康保険制度と後期高齢者医療制度における「短期
被保険者証」と「資格証明書」の廃止である。
　協会も含めた医療団体や住民は、長年にわたり資格
証明書制度を批判してきた。資格証明書は「特別な事
情」がないまま１年以上保険料を滞納していると、被
保険者証に代えて交付される。そうなると療養の給付
が「特別療養費払い」（償還払い）に代えられ、患者
は保険医療機関の窓口でいったん全額（10割）を支払
わねばならず、事実上医療を受けることができなくな
る。これは保険料支払いの有無と生存をリンクさせる
に等しく、社会保障の原理と矛盾した制度である。
　そこで地域における住民らの対抗運動は保険者（地
方自治体）に対し、資格証明書を交付させず、せめて
短期被保険者証を交付させ、自治体職員が滞納状態に
陥った被保険者へ寄り添い、生活全体を把握し、相談
しながら滞納解消を目指すように求めてきた。
　本法案は資格証明書を廃止し、「特別療養費の支給
に変更する旨の事前通知」に代えるとしている。国
は、市町村が１年以上保険料を滞納した被保険者を機
械的に特別療養費の対象へ移行させることなく、特別
療養費に至る前の段階からの納付勧奨・相談、支払え
ない「特別な事情」の適切な把握など、慎重な運用を
求めるという。だが短期被保険者証廃止は市町村に
とって、保険料を滞納する被保険者が特別療養費の対
象にならないようにするための重要な手段を奪うもの
である。これまでであれば自治体職員と地域の運動に
よって現場レベルで資格証明書交付を食い止めること
で回避できた、「医療にかかれない」事態を防ぐ仕組
みが失われるのである。
　一方、医療機関はオンライン資格確認システムによ
り、患者が特別療養費の対象であるかどうかが分か
る。また新たな資格確認書にも特別療養費の対象者で
ある旨が記載されるという。つまり、医療ＤＸ（デジ
タルトランスフォーメーション）において「負担と給
付」の関係は個人単位で把握される。地方自治体の国
保行政における裁量が制限され、保険料の支払状況が

よりダイレクトに受療権保障にリンクされる事態が危
惧される。

「デジタル社会」実現への暴走

　一方、国会には「デジタル規制改革推進の一括法
案」も提出されている。これはデジタル社会形成基本
法を改定し、「デジタル規制改革」を国の基本方針と
して、「デジタル技術の効果的な活用が規制により妨
げられないようにする必要な措置が講じられなければ
ならないこと」を定めている。すなわち、国の思惑に
よるデジタル社会の実現を阻害すると彼らが考える既
存の制度・施策の強引な改変を目論むものである。
　その前提が「一括見直しプランに基づくアナログ規
制の見直し」である。国は「代表的なアナログ７規
制」として、①目視②定期検査・点検③実地監査④常
駐・専任⑤書面掲示⑥対面講習⑦往訪閲覧・縦覧を挙
げ、これら規制の大部分を「当該法令の規定にかかわ
らず」「主務省令で定めるところにより」見直す方針
である。
　「アナログ規制」は実に「約１万条項」とされる。
与党・自由民主党のホームページは2023年１月13日付
の記事で、具体的な「規制の種類」「規制の見直しの
例」を示しており、「常駐・専任」の項には「勤務時
間中病院等に常時滞在しなければならない管理者につ
いて、管理体制が確保されている等の要件の下で、常
時滞在を求めない」（期限2023年３月）ことを例示し
ている点に注視が必要である※。
　デジタル社会の実現を国の基本方針に据え、法改定
さえ省略し、政府解釈で規制を解除していく姿勢は民
主主義国家の姿ではない。一方、マイナンバー法改正
案の「マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の
見直し」には、「法律でマイナンバーの利用が認めら
れている事務について、主務省令に規定することで情
報連携を可能にする」ことが盛り込まれている。マイ
ナンバーを通じて得た人々の情報の活用・連携につい
ても、国がフリーハンドで活用できるよう目指してい
るのである。
　オンライン資格確認義務化と保険証廃止の背景にあ
るのは、国によるデジタル社会の実現を御旗とした暴
走であると言わざるを得ない。
　協会はこうした問題を指摘して厚生労働大臣宛に３
月23日、「健康保険証廃止法案の撤回を求める要請」
を提出した。

参考文献
•「国保実務」（2023年３月６日・第3350号）
•「国保実務」（2023年３月13日・第3351号）
• 「デジタル規制改革推進法の一括法案について」「マイ
ナンバー法等の一部改正法案の概要」（デジタル庁）
•各法案「新旧対照表」

※   https://www.jimin.jp/news/information/204971.
html（2023年３月31日閲覧）
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療養の給付を申請主義におとしめてはならない療養の給付を申請主義におとしめてはならない
「保険証廃止」のマイナンバー法改正法案等「保険証廃止」のマイナンバー法改正法案等
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い

演　題  注射による神経損傷
講　師  名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科 

個別化医療技術開発講座　特任教授 
名古屋大学大学院医学系研究科　手の外科　元教授

 平田　仁 氏

演　題  採血時の神経損傷と法的責任について 
～裁判事例をもとに～

講　師  仁邦法律事務所　所長　桑原 博道 氏

採血による神経損傷はだれの責任 ?
～ 合併症？医療側の責任？～

日　時   5月20日（土） 午後3時30分～5時30分
形　式   Zoomウェビナー
対　象  会員・医療安全担当者・従事者
参加費 無料

第 3回 医療安全講習会 要申込

お
申
込
は

こ
ち
ら
か
ら

第
　
１
　
部

第
　
2
　
部

講師コメント
採血は最も頻度の高い医療行為であり、その多くは上肢の皮静脈よりなされる。静脈近

傍には前腕皮神経が伴走するため注射針による神経損傷のリスクを伴う。静脈と神経の解
剖学的関係は個人差に富み、静脈穿刺中の神経穿刺のリスクを完全に回避することはでき
ない。末梢神経に注射針が接触すると典型的には神経の支配域に放散痛を訴える。しかし、
軸索損傷や神経周膜断裂などの高度の組織損傷を起こさない限り、神経幹穿刺による難治
性疼痛発生リスクは小さい。本講演では注射による神経損傷の自然経過や予後、治療のポ
イントを説明する。

講師コメント
採血後に神経障害の訴えがあったとしても、法的には必ずしも過失ではない。しかし、

血管に当たらず針先で探った、合理的な理由なく手首を穿刺した、電撃痛があり抜針した
が同一箇所を穿刺した、といった場合には過失が認められ得る。法的に見て意外と要注意
であるのは、正中から穿刺する場合だ。正中神経損傷は過失が認められやすい傾向にある。
しかし、これは神経障害を訴える患者を診察した医師が、安易に正中神経損傷との診断書
を作成することにも問題がある。CRPS（複合性局所疼痛症候群）との診断書しかりである。
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い
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な
お
、
5
月
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こ
ん
な
事
態
を
い
つ
ま
で
繰
り

返
す
の
か
。
精
神
科
は
特
殊
な
世

界
だ
と
し
て
済
ま
せ
る
の
か
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精
神
科
病
院
で
の
患
者
虐
待

が
、
ま
た
も
や
発
覚
し
た
。

　
滝
山
病
院
（
東
京
）
で
、
看
護

師
の
1
人
が
患
者
へ
の
暴
行
で
逮

捕
さ
れ
、
罰
金
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を
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け
た
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も

う
1
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も
書
類
送
検
さ
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病
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き
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患
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違
法
拘
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過

剰
医
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疑
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か
ん
だ
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滝
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人
工
透
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必
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首
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圏
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広

範
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か
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入
院
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受
け
入
れ
て
き

た
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生
活
保
護
の
患
者
が
ほ
ぼ
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数
を
占
め
、
死
亡
退
院
率
が
6
割

超
と
突
出
し
て
高
い
。

　
院
長
は
2
0
0
1
年
に
違
法
行

為
や
診
療
報
酬
の
不
正
が
発
覚
し

て
自
主
廃
院
し
た
朝
倉
病
院
（
埼

玉
県
）
の
院
長
だ
っ
た
。
こ
の
時

も
大
半
が
住
居
の
な
い
生
活
保
護

の
患
者
。
軒
並
み
、
身
体
拘
束
し

て
中
心
静
脈
栄
養
を
行
い
、
大
部

屋
の
病
室
で
3
人
に
が
ん
の
手
術

を
し
て
死
な
せ
て
い
た
。

2
0
2
0
年
に
は
神
戸
市
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神

出
病
院
で
虐
待
が
発
覚
し
た
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ホ
ー
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で
水
を
か
け
る
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ベ
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を
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に
し
て
か
ぶ
せ
る
、
男

性
患
者
同
士
で
性
器
を
な
め
さ
せ

る
と
い
っ
た
行
為
で
、
看
護
職
員

6
人
の
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
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他
に
も
精
神
科
病
院
の
職
員
に

よ
る
暴
力
、
虐
待
、
患
者
の
金
銭

の
着
服
は
、
最
近
10
年
間
に
報
道

さ
れ
た
だ
け
で
20
件
を
超
す
。
個

々
の
職
員
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資
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や
差
別
意
識
だ

け
で
な
く
、
タ
チ
の
悪
い
病
院
が

い
ま
だ
に
存
在
す
る
。

　
精
神
科
病
院
に
は
、
人
権
侵
害

が
起
き
や
す
い
理
由
が
あ
る
。

　
①
強
制
入
院
、
隔
離
、
拘
束
、

外
出
・
面
会
・
電
話
の
制
限
な
ど

が
法
律
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
②
日
常
生
活
の
ル
ー
ル
を
含
め

て
ス
タ
ッ
フ
の
権
力
が
大
き
い
。

　
③
看
護
職
員
は
個
別
の
ケ
ア
よ

り
集
団
管
理
を
重
視
し
が
ち
。

　
④
病
棟
の
多
く
が
閉
鎖
的
で
、

外
部
の
目
が
入
り
に
く
い
。

　
⑤
病
院
の
大
半
が
民
間
で
、
営

利
優
先
に
傾
く
こ
と
が
あ
る
。

　
⑥
医
師
、
看
護
職
員
の
配
置
が

少
な
く
、
人
手
が
足
り
な
い
。

　
入
院
患
者
の
側
に
も
、
虐
待
を

受
け
や
す
い
状
況
が
あ
る
。

　
⑦
訴
え
る
力
が
弱
い
。
病
状
や

薬
の
影
響
で
意
欲
の
低
下
し
て
い

る
人
、
論
理
的
主
張
の
難
し
い

人
、
言
葉
の
出
な
い
人
も
い
る
。

　
⑧
逆
ら
わ
な
い
方
が
賢
い
こ
と

を
学
ぶ
。
入
院
が
長
引
く
ほ
ど
無

力
感
、
あ
き
ら
め
が
強
ま
る
。

　
⑨
支
援
者
が
乏
し
い
。
家
族
も

味
方
と
は
限
ら
な
い
。

　
社
会
や
行
政
の
問
題
も
あ
る
。

　
⑩
他
に
行
き
場
が
な
い
。
退
院

を
支
え
る
福
祉
や
住
宅
の
不
十
分

さ
、
身
体
合
併
症
の
あ
る
患
者
を

受
け
入
れ
る
病
院
の
不
足
。

　
⑪
医
療
行
政
の
監
督
の
甘
さ
。

　
⑫
入
院
さ
せ
て
お
け
ば
手
間
が

か
か
ら
な
く
て
よ
い
と
考
え
る
生

活
保
護
行
政
の
姿
勢
。

　
何
を
す
べ
き
か
？　
滝
山
病
院

の
実
態
調
査
、
患
者
の
救
済
、
そ

し
て
多
角
的
な
再
発
防
止
策
が
必

要
だ
が
、
こ
こ
で
は
根
本
問
題
を

提
起
し
て
お
き
た
い
。

　
強
制
入
院
や
身
体
拘
束
な
ど
の

人
権
制
限
を
、
民
間
病
院
に
や
ら

せ
て
い
て
よ
い
の
か
。

　
日
本
精
神
科
病
院
協
会
の
山
崎

学
会
長
は
昨
年
5
月
の
厚
労
省
の

検
討
会
で
「
精
神
科
医
療
は
政
策

医
療
と
位
置
づ
け
、
全
て
国
営
化

し
た
ら
ど
う
か
」
と
発
言
し
た
。

　
や
れ
る
も
の
な
ら
や
っ
て
み
ろ

と
い
う
趣
旨
だ
が
、
結
論
は
大
賛

成
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
強
制
を

伴
う
よ
う
な
医
療
は
、
国
営
・
公

営
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

（
10
歳
代
前
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
患
者
は
、
友
人
と
の
腕
相
撲

に
よ
り
右
肘
関
節
を
脱
臼
し
た

疑
い
で
、
本
件
医
療
機
関
を
受

診
。
医
師
は
、
右
肘
関
節
部
の

レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
を
し
た
が
、

骨
折
の
有
無
は
判
然
と
し
な

か
っ
た
。
脱
臼
と
診
断
し
て
ギ

プ
ス
シ
ー
ネ
固
定
を
2
週
間
実

施
し
た
。
そ
の
後
、
右
前
腕
に

阻
血
性
拘
縮
が
起
き
な
い
よ
う

に
、
医
師
は
患
者
に
リ
ハ
ビ
リ

と
し
て
、
振
り
子
や
平
泳
ぎ
、

じ
ゃ
ん
け
ん
な
ど
の
動
き
を
実

施
さ
せ
た
。
ギ
プ
ス
シ
ー
ネ
の

除
去
か
ら
約
1
カ
月
後
に
、
あ

ら
た
め
て
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
撮
影

し
た
と
こ
ろ
、
右
上
腕
骨
内
側

影
響
を
考
慮
し
再
撮
影
し
な

か
っ
た
。
ま
た
、
再
撮
影
し
た

と
こ
ろ
で
必
ず
骨
折
を
発
見
で

き
た
か
は
不
明
で
あ
り
、
過
誤

の
有
無
に
関
し
て
は
明
確
に
判

断
で
き
な
い
上
、
ギ
プ
ス
シ
ー

ネ
固
定
し
て
い
た
た
め
骨
折
の

予
後
に
影
響
が
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
の
見
解
を
示
し
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

8
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
以
下
の
点
に
よ
り
医
療
過
誤

が
認
め
ら
れ
た
。

　
①
医
師
は
初
診
時
の
レ
ン
ト

ゲ
ン
の
写
り
が
悪
い
と
自
覚
し

な
が
ら
撮
り
直
さ
ず
、
そ
の
結

果
、
右
上
腕
骨
内
側
上
顆
骨
折

を
見
落
と
し
た
（
仮
に
患
者
側

が
レ
ン
ト
ゲ
ン
に
よ
る
被
曝
を

嫌
が
っ
た
と
し
て
も
、
被
曝
に

よ
る
不
利
益
と
撮
り
直
し
に
よ

上
顆
骨
折
が
判
明
し
た
。
患
者

の
母
親
の
求
め
で
Ａ
医
療
機
関

を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に

Ｂ
医
療
機
関
を
紹
介
さ
れ
、
右

肘
の
骨
折
部
に
人
工
骨
を
用
い

た
手
術
が
実
施
さ
れ
た
。

　
患
者
側
は
脱
臼
と
診
断
さ
れ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
骨
折

し
て
い
た
こ
と
に
不
満
を
持

ち
、
慰
謝
料
、
医
療
費
、
通
院

費
な
ど
を
請
求
し
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
初

診
時
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
写
り
が

悪
か
っ
た
が
、
医
師
は
成
長
期

で
あ
る
患
者
に
対
し
て
被
曝
の

骨

折

を

脱

臼

と

誤

診

医
師
医
師
がが
選
ん
だ

選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
181

精
神
科
病
院
の
虐
待
事
件
を
軽
く
見
る
な

き
で
あ
っ
た
。

　
③
ギ
プ
ス
シ
ー
ネ
除
去
後
、

骨
折
が
判
明
す
る
ま
で
右
前
腕

に
阻
血
性
拘
縮
を
起
こ
さ
な
い

た
め
と
は
い
え
、
振
り
子
運
動

な
ど
を
実
施
し
た
こ
と
は
不
適

切
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
患
者

の
予
後
に
影
響
を
与
え
た
か
否

か
は
不
明
。

　
ま
た
、
患
者
は
Ｂ
医
療
機
関

で
手
術
を
受
け
て
い
る
が
、
仮

に
初
診
時
点
で
骨
折
が
判
明
し

て
い
た
と
し
て
も
、
手
術
の
必

要
は
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
あ

る
い
は
、
よ
り
簡
易
な
術
式
で

済
ん
だ
か
ど
う
か
な
ど
は
、
初

診
時
の
フ
ィ
ル
ム
が
不
鮮
明
で

判
定
で
き
な
い
た
め
断
言
で
き

な
い
。

〈
結
果
〉

　
医
療
機
関
側
は
、
弁
護
士
を

介
し
て
患
者
側
に
賠
償
金
を
支

払
い
示
談
し
た
。

金
融
共
済
委
員
会

（
3
／
22
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
審
査
5
件
、
加
入
審
査

1
件
を
審
査
し
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

3
件
の
案
件
を
審
査
し
可
決

し
ま
し
た
。

像
が
生
じ
て
骨
折
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
そ
の
た
め
、

特
に
成
長
期
の
患
者
に
対
し
て

は
、
ギ
プ
ス
シ
ー
ネ
を
除
去
し

た
際
な
ど
特
定
の
時
期
に
は
再

撮
影
し
て
経
過
を
見
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
よ
り
正
確
に
判

定
す
る
に
は
、
左
右
両
側
の
レ

ン
ト
ゲ
ン
を
撮
っ
て
比
較
す
べ

る
診
療
上
の
利
益
を
比
較
衡
量

し
て
判
定
す
る
必
要
が
あ
り
、

撮
り
直
さ
な
か
っ
た
理
由
に
な

ら
な
い
）。

　
②
初
診
時
の
骨
折
部
の
状
態

が
亀
裂
の
段
階
で
は
、
レ
ン
ト

ゲ
ン
像
に
骨
折
線
が
見
え
な
い

が
、
時
間
経
過
と
と
も
に
骨
折

部
の
亀
裂
が
拡
大
し
て
見
え
た

り
、
ま
た
傷
害
部
に
仮
骨
形
成

0
点
・（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
・
往
診
等
）

2
8
5
0
点
な
ど
、
変
更
が
予

定
さ
れ
て
い
る
臨
時
的
取
扱
い

が
あ
り
ま
す
。
内
容
が
通
知
さ

れ
次
第
、
保
険
医
協
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
グ
リ
ー
ン
ペ
ー

パ
ー
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
下
さ
い
。
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毎
日
の
診
療
は
、
ほ
と
ん
ど
が

慢
性
疾
患
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

だ
ん
だ
ん
と
診
療
も
マ
ン
ネ
リ
化

し
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
日
々
だ

が
、
時
々
、
ひ
や
り
と
す
る
症
例

に
出
く
わ
す
。

　
い
つ
も
高
血
圧
と
糖
尿
病
で
通

院
さ
れ
て
い
る
Ｋ
さ
ん
が
奥
さ
ん

を
連
れ
て
来
院
さ
れ
た
。
ど
う
も

今
日
は
奥
さ
ん
の
調
子
が
悪
い
ら

し
い
。

　「
今
日
は
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
」

　「
家
内
が
風
邪
で
、
昨
日
か
ら

ゼ
イ
ゼ
イ
と
言
っ
て
い
る
の
で

す
」

　
い
つ
も
Ｋ
さ
ん
の
診
察
に
付
き

添
わ
れ
て
来
ら
れ
て
い
た
奥
さ
ん

が
フ
ー
フ
ー
言
っ
て
い
る
。

　「
奥
さ
ん
、
ど
の
よ
う
な
具
合

で
す
か
」

　「
息
が
苦
し
く
っ
て
」

　
息
も
途
切
れ
途
切
れ
に
答
え
よ

う
と
す
る
。
顔
も
浮
腫
ん
で
い
る

し
、い
か
に
も
苦
し
そ
う
で
あ
る
。

　「
昨
日
も
一
日
中
、
青
い
顔
を

し
て
寝
て
い
た
の
で
す
。
い
つ
も

の
元
気
が
な
い
の
で
連
れ
て
来
ま

し
た
」

　
ど
う
も
、
嫌
が
る
妻
を
無
理
に

連
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。

　
聴
診
し
て
み
る
と
、
喘
鳴
だ
け

が
聞
こ
え
る
。

　
と
り
あ
え
ず
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

を
撮
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
レ

ン
ト
ゲ
ン
室
ま
で
歩
く
の
も
よ
ち

よ
ち
で
フ
ー
フ
ー
言
っ
て
い
る
。

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
見
て
び
っ
く

り
で
あ
る
。
心
拡
大
が
半
端
で
は

な
く
、
胸
水
ま
で
あ
る
。

　「
心
臓
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま

す
ね
。
そ
れ
に
、
胸
に
水
が
溜

ま
っ
て
い
ま
す
よ
」

　「
心
電
図
を
撮
り
ま
す
の
で
、

ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
て
も
ら
え
ま

す
か
」

　
心
電
図
ま
で
は
確
か
め
て
病
院

に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
時

で
あ
る
。
ホ
ウ
ホ
ウ
の
体
で
横
に

な
ろ
う
と
し
た
奥
さ
ん
の
様
子
が

い
き
な
り
変
わ
っ
た
。
チ
ア
ノ
ー

ゼ
を
起
こ
し
て
意
識
を
な
く
し
た

の
で
あ
る
。

　
旦
那
の
Ｋ
さ
ん
は
、
何
が
起

こ
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
ず

ボ
ー
ッ
と
突
っ
立
っ
て
い
る
。

　「
す
ぐ
に
入
院
さ
せ
ま
し
ょ
う
」

　「
ど
う
し
て
、
こ
こ
で
診
て
も

ら
え
な
い
の
で
す
か
」

　「
そ
ん
な
状
態
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
。
こ
の
ま
ま
だ
と
亡
く
な
り

ま
す
よ
」

　「
へ
ぇ
。
ま
さ
か
」

　
Ｋ
さ
ん
の
意
見
を
聞
い
て
い
る

暇
は
な
い
。
説
得
し
な
が
ら
救
急

隊
を
呼
ん
で
、
近
隣
の
病
院
に
入

院
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
何
と
か
Ｉ

Ｃ
Ｕ
で
管
理
し
て
も
ら
い
回
復
し

た
。

　
最
近
、
Ｋ
さ
ん
が
来
院
さ
れ
た

の
で
、
奥
さ
ん
の
様
子
を
聞
い
て

み
た
。
そ
の
後
に
腎
不
全
を
併
発

し
て
、
現
在
は
人
工
透
析
を
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
数
年
前
に
近
く
の
病
院
か
ら
逆

紹
介
さ
れ
た
Ｎ
さ
ん
も
そ
ん
な
一

人
で
あ
る
。
病
院
に
通
院
し
て
い

る
時
は
在
宅
酸
素
療
法
を
さ
れ
て

い
た
の
だ
が
、
当
院
に
来
ら
れ
た

時
に
は
酸
素
療
法
は
止
め
て
お
ら

れ
た
。

　「
も
う
一
度
、
酸
素
療
法
を
始

め
ま
せ
ん
か
」

　「
い
や
、
ま
だ
大
丈
夫
で
す
。

全
然
し
ん
ど
く
な
い
で
す
か
ら
」

　「
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、

肩
で
息
を
さ
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い

で
す
か
」

　
い
つ
来
院
さ
れ
て
も
、
同
じ
会

話
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
。
診
察

室
で
、
し
ば
ら
く
待
つ
の
だ
が
血

中
酸
素
飽
和
度
は
80
％
程
度
に
し

か
な
ら
な
い
。
普
通
な
ら
苦
し

く
っ
て
た
ま
ら
な
い
と
思
う
の
だ

が
、
平
気
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

慣
れ
と
は
い
え
、
人
間
の
適
応
能

力
に
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
す
が
に
、
半
年
ほ
ど
し
て
在

宅
酸
素
療
法
の
再
開
に
同
意
さ
れ

た
。

　「
昨
日
か
ら
息
切
れ
が
強
く

な
っ
て
い
る
の
で
す
」

　「
ま
た
、
酸
素
の
量
を
増
や
し

ま
し
ょ
う
か
」

　「
お
願
い
し
ま
す
」

　「
ち
ょ
っ
と
浮
腫
ん
で
い
る
よ

う
で
す
の
で
、
心
電
図
を
撮
り
ま

し
ょ
う
」

　
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
ろ
う
と
し
た

そ
の
時
で
あ
る
。
急
激
に
チ
ア

ノ
ー
ゼ
を
起
こ
し
て
、
会
話
が
で

き
な
く
な
っ
た
。
慌
て
て
身
体
を

起
こ
す
と
何
と
か
意
識
が
戻
っ

た
。
す
ぐ
に
病
院
を
紹
介
し
た
の

だ
が
、
気
付
か
な
け
れ
ば
と
思
う

と
ぞ
ー
っ
と
す
る
。

　
家
族
は
人
工
呼
吸
器
管
理
を
希

望
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
ま
ま
亡

く
な
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
で

き
る
だ
け
の
治
療
を
し
ま
す
と
病

院
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
さ
れ
た

か
と
心
配
し
て
い
た
。

　「
先
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
退
院
し
て
き
ま
し
た
」

　「
ず
い
ぶ
ん
と
心
配
し
て
い
た

の
で
す
よ
」

　「
病
院
で
、
ま
た
気
を
失
っ
た

の
で
す
。
で
も
、
こ
の
通
り
元
気

に
な
り
ま
し
た
」

　
い
つ
危
険
な
状
態
と
な
る
か
分

か
ら
な
い
が
、
後
は
よ
ろ
し
く
と

の
退
院
時
の
紹
介
状
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
症
例
を
経
験
す
る

た
び
に
、
漫
然
と
し
た
外
来
診
察

に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
気
を
引
き

締
め
て
い
る
。

意
　
識
　
消
　
失
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第 21 回

　
東
日
本
大
震
災
、
福
島
原
発

事
故
か
ら
12
年
目
の
3
月
11

日
、
バ
イ
バ
イ
原
発
3
・
11

き
ょ
う
と
が
円

山
公
園
音
楽
堂

で
開
催
さ
れ
、

1
2
0
0
人
の

市
民
が
参
加
し

た
。

　
集
会
で
は
龍

谷
大
学
教
授
の

大
島
堅
一
氏
が

「
原
発
は
、
も

う
時
代
遅
れ

だ
」
と
講
演
。

岸
田
政
権
の
原

発
回
帰
方
針
に

つ
い
て
「
電
力
不
足
は
原
発
と

無
関
係
で
あ
り
、
原
子
力
産
業

の
延
命
が
目
的
」と
断
じ
、原
子

力
基
本
法
の
改
定
は
「
原
子
力

を
最
上
位
の
電
源
と
す
る
も

の
」
と
批
判
し
た
。
ま
た
、
福

島
原
発
の
廃
炉
作
業
で
白
血
病

労
災
認
定
を
受
け
た
元
労
働
者

命
を
全
う
し
た
い
」
な
ど
と
口

々
に
語
っ
た
。
続
い
て
、
気
候

は
「
原
発
は
な
い
方
が
い
い
」

と
語
っ
た
。

　
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
原
発
賠
償

京
都
訴
訟
団
が
京
都
に
避
難
し

て
訴
訟
で
闘
っ
て
い
る
思
い
を

「
た
く
さ
ん
の
命
と
人
権
を

奪
っ
た
原
発
事
故
を
な
か
っ
た

こ
と
に
は
さ
せ
な
い
。
こ
の
使

福島原発事故から福島原発事故から1212年年

脱原発社会訴え1,200人

　
協
会
は
2
月
15
日
に
白
色
確

定
申
告
説
明
会
を
ウ
ェ
ブ
併
用

で
開
催
し
た
。
出
席
は
8
人
。

講
師
は
鴨
井
勝
也
税
理
士
。

　
鴨
井
氏
は
確
定
申
告
第
1

表
、
収
支
内
訳
書
、
収
支
内
訳

書
付
表
の
記
載
方
法
を
説
明
す

る
と
と
も
に
、
2
0
2
3
年
度

税
制
改
正
大
綱
の
ポ
イ
ン
ト
を

解
説
。
こ
れ
ま
で
生
前
贈
与
が

相
続
に
加
算
さ
れ
る
期
間
は
被

相
続
人
死
亡
時
か
ら
遡
っ
て
3

年
だ
っ
た
が
、
7
年
に
延
長
さ

れ
る
と
説
明
。
延
長
さ
れ
る
4

年
間
の
贈
与
は
総
額
1
0
0
万

円
ま
で
は
控
除
さ
れ
る
が
、
単

年
1
0
0
万
円
で
は
な
く
4
年

間
で
1
0
0
万
円
で
あ
る
こ
と

に
注
意
が
必
要
と
し
た
。
適
用

開
始
は
、
24
年
1
月
1
日
以
後

の
贈
与
分
か
ら
と
な
る
と
述
べ

た
。
加
え
て
、
贈
与
者
が
亡
く

な
っ
た
時
に
一
括
し
て
相
続
税

と
し
て
納
税
す
る
相
続
時
精
算

課
税
制
度
に
基
礎
控
除
1
1
0

万
円
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
。
ま

た
、
法
人
税
額
に
対
し
4
〜

4
・
5
％
の
新
た
な
付
加
税
が

課
さ
れ
る
こ
と
、
所
得
税
額
に

対
し
当
分
の
間
、
税
率
1
％
の

新
た
な
付
加
税
が
課
さ
れ
る
こ

と
な
ど
も
解
説
し
た
。
た
だ

し
、
所
得
税
は
復
興
特
別
所
得

税
率
が
1
％
同
時
に
引
き
下
げ

ら
れ
る
た
め
、
実
際
に
は
税
率

の
引
き
上
げ
に
は
な
ら
な
い
と

述
べ
た
。
こ
れ
ら
法
人
税
と
所

得
税
の
施
行
時
期
に
つ
い
て

は
、
24
年
以
降
の
適
切
な
時
期

と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

22
年
分
の
所
得
税
か
ら
適
用

さ
れ
る
改
定
点
で
は
、
業
務
に

か
か
る
雑
所
得
に
つ
い
て
、
基

師
の
診
断
に
よ
り
受
け
た
新
型

コ
ロ
ナ
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
は
控
除

対
象
と
な
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
で
処
方
さ
れ
た
医
薬
品
の

配
送
料
、
自
己
判
断
で
受
け
た

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
は
控
除
対
象
外
と

説
明
。
た
だ
し
、
自
己
判
断
で

の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
陽
性
と
判
明

し
治
療
を
行
っ
た
場
合
は
検
査

も
控
除
対
象
と
な
る
と
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
質
問
の
あ
っ
た

従
業
員
の
源
泉
徴
収
、
寄
付
金

控
除
と
政
党
等
寄
付
金
特
別
控

除
の
違
い
も
解
説
し
た
。

変
動
問
題
に
取
り
組
む
大
学
生

は
「
原
発
問
題
を
知
っ
て
、
原

発
に
よ
っ
て
死
ぬ
か
も
し
れ
な

い
と
感
じ
た
。
安
心
で
き
る
社

会
で
暮
ら
し
た
い
」と
話
し
た
。

　
最
後
に
、
▽
福
島
原
発
事
故

に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
暮
ら
し
・

健
康
・
環
境
・
地
域
社
会
を
国

と
東
京
電
力
に
償
わ
せ
よ
う
▽

こ
れ
以
上
、
海
を
汚
し
て
は
な

ら
な
い
。
福
島
原
発
放
射
能
汚

染
水
の
海
洋
放
出
を
や
め
さ
せ

よ
う
▽
政
府
の
原
発
回
帰
方
針

は
大
事
故
へ
の
道
。
世
論
の
力

で
政
府
方
針
を
撤
回
さ
せ
よ
う

▽
地
震
列
島
・
日
本
、
若
狭
の

老
朽
化
原
発
を
は
じ
め
、
全
て

の
原
発
の
再
稼
働
を
や
め
さ
せ

よ
う
▽
省
エ
ネ
と
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
気
候
危
機
を
打
開

し
よ
う
。
脱
原
発
社
会
を
一
日

も
早
く
実
現
し
よ
う
―
と
決
議

し
た
。

　
集
会
後
、
参
加
者
は
八
坂
神

社
前
か
ら
市
役
所
ま
で
行
進
を

し
て
、「
原
発
を
な
く
そ
う
」

と
数
カ
国
語
で
書
か
れ
た
プ
ラ

カ
ー
ド
を
掲
げ
て
訴
え
た
。

準
と
な
る
期
間
の
収
入
の

額
に
よ
り
、
一
定
の
書
類

な
ど
の
提
出
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
医
療
費
控
除
で
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
料
、
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
で
処
方
さ
れ

た
医
薬
品
購
入
費
用
、
医

生
前
贈
与
に
注
意
が
必
要

白
色
確
定
申
告
説
明
会
開
く

23
年
度

税
制
改
正

保
険
医
の
経
営
と
税
務

2
0
2
3
年
2
月
2
日
発
行

発
行
元
　
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

　
　
　
　
　
1
5
0
0
円
（
送
料
込
）
※ 本紙第3139号（2月10日発行）で会
員に1冊お届け済み。追加購入を
ご希望の場合は協会まで。

2 0 2 3 年 (令和 5年) 4 月 1 0 日第 3 1 4 3 号 京 都 保 険 医 新 聞 (6)毎月10日･25日発行

原発なくそうと訴えデモ

後発医薬品の安定供給について（仮）
日　時 5 月 13 日（土）  午後 2 時30分～ 4 時
場　所  京都府保険医協会・会議室（Web併用）
講　師 安藤 公一 氏 

（厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長）

第673回 社会保険研究会

 ※日本医師生涯教育講座　未定

定　員 20人（先着順）※ウェブ参加は定員なし
  お申し込みはQRコードまたはURLから
 https://x.gd/BR90Y


